
  介護予防短期入所療養介護重要事項説明書    2025.2.15 

介護老人保健施設 ゴーエン美浦 

１．施設の概要 

(１)施設の名称等 

・ 施設名…………………医療法人美湖会 ゴーエン美浦 

・ 開設年月日……………平成７年１２月２１日 

・ 所在地…………………茨城県稲敷郡美浦村宮地６７８番地 

・ 電話番号………………０２９－８８５－５５２２ ＦＡＸ……０２９－８８５－１６００ 

・ 介護保険指定番号……０８５３８８００２９号 

(２)目的と運営方針 

 介護老人保健施設は、要支援者である利用者の自立を支援することを目的とした施設です。この目

的に沿って、当施設では、各利用者が能力に応じた日常生活を営めるようサービス計画書を立て、内

容についての同意をいただき、看護・医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常

生活上のお世話などのサービスを提供いたします。サービスの質の向上のため①感染症管理体制の

強化②介護事故に対する安全管理体制の強化③身体拘束廃止に向けた取り組みの強化 に努めま

す。また、利用者の方が居宅での生活を一日でも長く継続できるよう、介護予防短期入所療養介護や

介護予防通所リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援いたします。 

(３)職員体制 

医師……１名   看護・介護職員……３５名 介護支援専門員……１名 

支援相談員……２名  作業・理学療法士……４名   

管理栄養士……１名 

(４)入所定員等 

入所定員……１００名  療養室……個室 ４室 、 ４人室 ２４室 

通所定員…… ３０名 

２．サービス内容 

①サービス計画の立案 ②食事 ③入浴 ④医学的管理（診察・投薬・処置）⑤看護⑥介護

⑦リハビリテーション ⑧相談援助 ⑨栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理

⑩理美容サービス   ⑪その他 

３．協力医療機関 

名称………美浦中央病院 

所在地……茨城県稲敷郡美浦村宮地５９６番地 

診療科目……内科・外科・整形外科・眼科・耳鼻科・泌尿器科・皮膚科・神経内科・透析・・リハビリ 

歯科 

４．施設利用にあたっての留意事項 

・面会……月曜～金曜は、午前９時より午後７時まで（入室は午後６時３０分まで） 

土曜・日曜・祝祭日は、午前９時より午後５時まで 



      電話連絡があれば、時間外の面会も許可いたします。 

 ・外出・外泊……食事を止めることや薬の用意がありますので、原則として３日前までに電話連絡の

上、当日サービスステーションにて所定の用紙に記入してください。尚、外泊期間中に状

態が変わり、やむを得ず病院を受診する場合は、必ずご連絡ください。 

・設備・備品……故意に破損された場合、修理代をいただきます。 

・金銭・貴重品の管理……事務所に申し出てください。 

 

５．苦情処理の体制 

 利用者及び扶養者は、当施設の提供する介護保険施設サービスに対しての要望又は苦情について、

担当者に申し出ることができ、又は、備え付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する『ご

意見箱』に投稿して申し出ることができます。 

（１）ゴーエン美浦での苦情・相談窓口 

                 担当者…事務長・支援相談員 

                 受付時間 … ８時３５分～１７時 

                 相談方法 … 電話番号０２９－８８５－５５２２ 

                           または事務所窓口で受け付けます。 

（２）その他の苦情・相談窓口 

   ① 茨城県国民健康保険団体連合会介護保険課 介護保険苦情相談室 

      受付時間 … 平日（月曜日から金曜日）の８：３０～１７：００ 

         ※但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１月２日・３日並びに１２月２９日

から３日間は除く。 

      送付先 … 〒３１０－０８５２ 茨城県水戸市笠原町９７８－２６ 

                         茨城県国民健康団体連合会 介護保険課 

                  TEL … ０２９－３０１－１５６５ 

                  FAX … ０２９－３０１－１５７９ 

   ② 各市町村の窓口 

      ・美浦村役場 福祉介護課 

      受付時間 … 平日（月曜日から金曜日） 

      送付先 … 〒３００－０５９５ 茨城県稲敷郡美浦村大字受領１５１５ 

                   TEL … ０２９－８８５－０３４０ 

                   FAX … ０２９－８８５－５９３３ 

・稲敷市役所 高齢福祉課 

      受付時間 … 平日（月曜日から金曜日） 

      送付先 … 〒３００－０４９２ 茨城県稲敷市犬塚１５７０-１ 

               TEL … ０２９－８９２－２０００ 

・阿見町役場 保健福祉部 高齢福祉課 

      受付時間 … 平日（月曜日から金曜日） 

      送付先 … 〒３００－０３９２ 茨城県稲敷阿見町中央１-１-１ 

               TEL … ０２９－８８８－１１１１ 

               FAX … ０２９－８８７－９５６０ 

・その他各市町村介護保険担当各市町村の役場・市役所 



６．非常災害対策 

 防災設備……スプリンクラー、消火器、消火栓   防災訓練……年２回 

 

７．禁止事項 

① 宗教の勧誘、特定の政治活動、営利行為を禁止します。 

② 性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え、 

従業者の就業環境が害される行為。 

③ 施設内での飲酒・喫煙行為。 

④ 火気の取り扱い行為。 

⑤ 他利用者への迷惑行為。 

⑥ その他、運営規程第 12条に違反する行為。 

＊施設側からの注意に応じず、禁止行為の継続が見られる場合、契約の解除等の措置 

を講じる場合がございます。 

８．利用料金 

（１）①基本料金(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。 

   以下は 1日あたりの自己負担分です。また、【】内は介護保険負担割合が 2割、3割の方の料金に

なります。) 

   【多床室】 

・要支援１…………  ６１３円【１２２６円】【１８３９円】 

・要支援２…………  ７７４円【１５４８円】【２３２２円】 

【個 室】 

・要支援１……………５７９円【１１５８円】【１７３７円】 

・要支援２……………７２６円【１４５２円】【２１７８円】 

＊緊急時に所定の対応を行なった場合は、別途料金が加算されます。 

②食費（１日当たり） 

     朝食  ４５０円   昼食  ６７０円   夕食  ６６０円   おやつ  １２０円 

（ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食

費の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。） 

    ◆利用者が選定する特別な食事   実費 

＊療養食加算  ８円（１日あたり） （医師の指示があった利用者について） 

③居住費（療養室の利用費）（１日当たり） 

     ・個 室     １，７３０円      特別な室料  ３６０円 

     ・多床室     ４４０円 

    （ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されて 

     いる居住費の負担限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限となります。） 

 

（２）加算料金 

①送迎料  片道…… １８４円 

    （ただし、地域によってはガソリン代を別途にいただきます。） 

   ②個別リハビリテーション実施加算    １日につき ２４０円【４８０円】【７２０円】 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、１日２０分以上の個別リハビリテーションを行った 



場合 

   ③サービス提供体制強化加算(Ⅲ)        １日 ６円【１２円】【１８円】 

   ④認知症行動・心理症状緊急対応加算     １日 ２００円【４００円】【６００円】 

     認知症日常生活自立度がⅢ以上であって、認知症行動・心理症状が認められ、在宅生活が困

難であり、緊急に短期入所療養介護を利用することが適当であると医師が判断した者において、

入所日から７日間を上限とし算定 

   ⑤若年性認知症利用者受入加算        １日 １２０円【２４０円】【３６０円】 

     若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めている場合 

   ⑥緊急時治療管理加算     １日につき  ５１８円【１０３６円】【１５５４円】（連続する３日を限度）   

     入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が必要となった入所者に対し、応急的な治療管理 

として投薬、注射、検査、処置等が行なわれた場合        

⑦介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）…………介護保険一部負担金に７．１％相当の加算 

⑧業務継続計画未実施減算……………所定単位数の 3.0%を減算 

  以下の基準に適合していない場合減算となる。 

  ・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施する 

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定する 

事。 

  ・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。 

⑨高齢者虐待防止措置未実施減算………………所定単位数の 1.0%を減算 

虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合減算とな 

る。 

  ・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業 

員に周知徹底を図ること 

  ・虐待の防止のための指針を整備すること 

  ・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること 

  ・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと 

⑩身体拘束廃止未実施減算……………所定単位数の 1.0％を減算 

  やむを得ず身体的拘束等を行いその理由等を記録していない場合、及び以下の措置を講じ 

  ていない場合減算となる。 

  ・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について 

介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

  ・身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  ・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する 

こと。 

 

（３）その他の料金 

   ①日用品費    １日当たり   ２０６円 

    石鹸・シャンプー・食事用エプロン・タオル・トイレットペーパー・おしぼり・口腔ケア用スポンジ・ 

歯磨き粉等 

   ②教養娯楽費   １日当たり   ２０６円 

    行事・レクリエーション（随時）・クラブ（お茶会・書道・美術・カラオケ・遊びり・喫茶）等に係る費 



用・新聞・行事の写真等 

③理美容代      １回   ２，０００円 

   ④私物洗濯料     小（靴下・タオル・パンツ等）         ５０円 

中（シャツ・ももひき・ラバーシーツ等） １００円 

大（バスタオル・パジャマ・トレーナー等）        ２００円 

特大（はんてん等）             ３００円 

   ⑤個人使用の電気製品持ち込み料      １品目１日   １００円 

   ⑥その他個人的に必要とし、希望する品物に対する実費相当負担金 

    施設外ショッピング、外食又は外部業者販売において個人購入する嗜好品の立替え 

    クラブ等の個人所有希望品    等 

 

（４）支払い方法 

   ・毎月１０日に、前月分の請求書を発行しますので、その月の月末までに窓口にてお支払いくださ

い。お支払いの際に領収書を発行します。 

    《会計取扱い時間》 

     平    日  ９：００～１８：００ 

     土日祝日  ９：００～１６：３０ 

    尚、連絡相談なく、利用料金を２ヶ月以上滞納した場合、次回利用できないこともあります。 

 


